
石木ダム事業認定
国を強制収用の可能性も

国土交通省九州地方整
備局は6日､長崎県と同県佐世保市が川棚町に計画している石木ダムについて､土地収用法に基づく事業認定をしたと発表した｡石木ダムは地権者の反対で､計画から4 1年

にわたり未着工のまま｡今回の事業認定で用地の強制収用が可能になるため､地権者は反発を強めている｡
石木ダムは長崎県が⊥

972年に予備調査を始めたが､｣部の地権者が

移転を拒否｡82年に警察の機動隊を動員して強制測量をしたことが住民の
笥な反感を買い､勝

者状態が続いている｡長崎県と佐世保市は2009年1 1月､国交省に事業認定を申請した0,

九地整は①川棚川流域
の浸水被害対策②佐世保市を中心とした水需要への対応-などの面で石本ダムは必要とし､｢反対の声は承知しているが､公益性が認められる｣と結論づけた｡事業認定の

姦力は最長4年｡
.長崎県の申村法道知事…は｢三の転機になり得

を事業の必要性､公益庭があらためて認められ首｣と歓迎o　｢関係者の理解を得て進めるのが基本｣と対話による解決を強調する1万で､＼強制収用について｢選択肢としてはあり得る｣と可能性を排除しない｡
石木ダム建設に反対す

る地権者の岩下和雄さんス66)は｢地権者の意見を無視した事業認定は納得がいかない｡団結して工事を阻止する｣と語った｡(山口英宏､荻原昭男)
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石木ダム事業認定

強制収用あり得るED;体を張り阻止行動日励

県と佐世保市が川棚町
に計画している石木ダムについて､国土交通省九州地方整備局が6日､土地収用法に基づく事業認定を告示した｡着工に向けた手続きが進むことになり､県や市は｢(石木ダムの)公益性と必要性が客観的に認められた｣と歓迎しているが､反対

する地権者や市民団体は｢強制収用に道を開く事業認定はとても遺憾｣と反発を強めている｡
国の事業採択から38

汽地権者の反対で麟著してきた計画に､濁らためて事業認定という〟お墨付き″が得られ､佐世保市の朝長則男市長は｢長い道のりだった

が､やっとここまで到達したかという思い｣と述べた｡
一方で｢まだ努力が必

要｣とし､反対する地権者への対応については｢強制収用をしない方向で､できる限り話し合いで解決する努力をしたい｣との意向を示した｡
中村法道知事も事業認

定が｢対話の糸口の1つになるのではないか｣と期待したが､･理解が得られない場合は｢(土地収用が)選択肢としてあり得る｣と述べた｡
これに対し､反対地権

者でつくる石木ダム建設絶対反対同盟の岩下和雄さん(66)は｢(事業認定に関する)審議会でもさ

まざまな異論が出ているのにそれを無視して認定された｡私たちは今まで通ehの生活を続けるだけです｣と静かに語り､県や市との話し合いについ

ては｢応じないとはっきり申し上げている｣と強調した｡
ダム建設に反対する

｢石木川まもり野の松本美智意代表は｢今後､-

道路付け替え工事などが進むかもしれない｡地権者の方々が体を張って阻止行動を起こすと患うので1緒に頑張りたい｣と話したrJ
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石木ダムを事業認定国交省用地取得難航のまま

長崎県と同県佐世保市が
選設を計画している石木ダA(同県川棚町)についし､国土交通省九州地方整開局は6日､土地収用法に基づく事業認定をしたo用心取得について中村法道知

事は報道陣に､地権者の理解を得るのが最優先とする一方､｢(強制収用も)しかるべき段階で決断したい｣と話したバ′ダムは､川筋流域水と佐世保市への利水

的として1975年に建設が決まったが､地権者との交渉が難航し､未着工のままだ｡県と同市は2009年､九州地方整備局に事業認定を申帯｡その後､民主党政権の｢脱ダム｣方針を受け､県は計画を再検討したが､継続を決めていた｡
予定地には13世帯ある

が､県などとの交渉を拒んでいる1 0事業認定されたのは予定地79万3千平方㍍のうち53万5千平方㍍｡.このうち約25%が禾収用とな′っている｡ダムは総貯水量548万㌔で､総事業費は285億円Q/'孝却昆











県、佐世保市「国の決定評価」 石木ダム事業認定 

 ＜反対派、取り消し求め提訴へ＞ 
 国土交通省九州地方整備局（福岡市）が、石木ダム建

設計画を事業認定した６日、事業主体の県や佐世保市か

らは国の決定を評価する声が相次いだ。一方、水没予定

地に住む反対派住民らは強気の姿勢を崩さず、認定取り

消しを求めて近く提訴する方針を明らかにした。 

 中村知事は、報道陣の取材に応じ、「事業の公益性、必

要性が認められた。地権者の理解が得られるよう取り組

む」と国の決定を評価。事業認定により用地の強制収用

が可能となったことについては、「今の段階で考えているわけではない。（用地買収が進ま

なかった場合は）しかるべき時期に、決断を求められることになる」と語った。 
 佐世保市の朝長則男市長も「ようやくここまでたどり着いたという思い。強制収用を行

わない方向で、解決に向け努力しないといけない」と述べた。 
 ダム建設に賛成する川棚町民約９５０人でつくる「石木ダム建設促進川棚町民の会」の

西坂保憲会長（７８）は「一歩前進」とした上で、「これからが一番難しいところ。事業認

定を契機に反対地権者の方と話し合いによる円満決着となれば良いが……」と話した。 
 一方、水没予定地の反対地権者らでつくる「石木ダム建設絶対反対同盟」の岩下和雄さ

ん（６６）は「勝手に県が行った申請を国が認めただけ。これからも今まで通り生活して

いく」と受け止めた。強制収用については「１３世帯もの人が現実に生活している土地を

強制的に取り上げることができるわけがない」と強調。事業認定の取り消しを求めて近く

提訴するという。 
 同じく建設に反対する佐世保市の市民団体「石木川まもり隊」の松本美智恵代表（６１）

は「強制収用の道が開かれてしまい、今は怒りと情けなさ、地権者への申し訳なさを感じ

ている」と話した。ダム建設が持ち上がってから４０年以上経過していることを挙げ、「こ

れまでダムができていないのは必要ないから。今年の猛暑でも水不足にはならなかった」

と語気を強めた。 
【石木ダム】佐世保市の新規水源確保と川棚川水系の洪水調節を目的に、川棚町に建設が

予定されている多目的ダム。総貯水量は約５５０万トン。予定地の用地取得は８割にとど

まり、１３世帯が反対している。県と佐世保市は２００９年１１月、国に事業認定を申請

していた。 
（2013 年 9 月 7 日  読売新聞） 
 

石木ダム建設による水没予定地

（川棚町で） 

http://www.yomiuri.co.jp/zoom/20130907-OYT9I00009.htm
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推進､反対

者の溝深まる

国治水'利水とも｢妥当｣

県と佐世保市が国に申請から約4年が経過して｢事業認定｣が告
示された川棚町の石木ダム計画｡推進派は歓迎するt方で､反対地権者1 3世帯6 0人は反発を強め､認定取り消しの訴訟を起こす方針を示しており､双方の溝は深まる一方だ｡

【柳瀬成一郎､大場伸也】

国に石木ダムの事業
認定が申請されたのは

2009年日月｡民主党政権によるダム再検

証で手続きが一時中断したが､国は1 2年6月に事業継続を決めたことで事業認定の手続きも再開していた｡
事業認定では､問題

となっていた佐世保市

の利水､川棚町の治水両面の主張を認める結果になった｡国は利水を｢海水淡水化案や地下ダム案などと比較しても妥当｣と判断｡治水については｢河川改修と比較しても合理的｣とした｡
中村法道知事は｢ダ

ムの必要性が客観的に認められた｡今後は円満な解決が図れるよう最大限の努力を傾注

する｣との談話を発表｡佐世保市の朝長則男市長は報道陣に取材に対し､｢直球(での会請)､変化球を使ってでも､いろいろ工夫して(地権者との)請し合いを続けていきたい｣と地権者の理解を求めていく姿勢を示した｡

反対地権者のリーダ
ー役の岩下和雄さん(66)は｢過大とされる佐世保市の水需要予測も含め､疑問点全て香.(認定取り消し訴訟の)法廷で問いたい｡事業認定されても川棚に住み続けることは変わらない｣と語った｡

◆石木ダムを巡る手続き◆

事業認定手続き　　　　収用蚕の手続き

川棚町の建設予定地周辺にはダム反対の看板が並ぶ
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を軸て署名する市民
=王侶≡倒幕市､匹lケ町:アーケード

2013年(平成25年) 9月10日　火曜日

九地整石木ダム事業で見解 ｢不要｣意見考慮されず
県と佐世保市が東彼川棚町に計画している石木ダム建設

事業で､国土交通省九州地方整備局(九地整)は6日の事業認定告示に合わせ､事業への主な反対意見に対する認定庁としての見解を公開した｡｢ダムは不要｣とする意見などに対し､九地整ば県や市の主張をほぼ全面的に受け入れ､ダムの必要性を認定｡反対地権者(1 3世帯)に関しては､認定可否判断の上でほとんど考慮されなかった実態も浮き彫りとなった｡
九地整によると､事業認定

手続きで寄せられた意見書は計190通(賛成42､反対147､不明l)､公聴会(今年3月)の公述人は20組(起業者1､賛成8､反対1 1)0このうち反対意見l18件について見解を示した｡
治水面では｢防災上必要な

ダムではない｣との意見に｢川棚町の中心部を洪水から防御し､生命､財産､社会資本の保全に寄与する｣と反論｡懐疑的意見が多かった佐世保市の将来の水需要予測についても合理的と認め､｢安定的な水道用水の供給に寄与する｣

との見方を示した｡
地権者に関しては｢(友対

の)1 3世帯の意志は変わらない｣などの指摘に｢地域住民らの理解を得ることは重要だが､事業認定で考慮すべき事項でない｣とした｡｢住み慣れた土地でずっと暮らしたい｣との声にも十移転対象者への配慮がなされている｣などの見解にとどまった｡
反対地権者を支援している

水源開発問題全国連絡会(水源連)の遠藤保男共同代表は｢1 3世帯と地域社会が失われるという人権､生存権の問題に触塾りれていないo治水､

県と佐世保市主張全面受け入れ
利水の公益性については起業者の言い分をそのまま羅列し､異論･反論を一切評価､検証していない｣と批判した｡

一方､同事業の認定可否を
識者りで審議した社会資本整備審議会公共用妙分科会(8人)の議事要旨も公表｡6月7日に開き､委員から｢水需要が実態と乗離(かいり)し財政処理に困っている例もある｡利水起業者(佐世保市)が途中で撤退することがないのか｣　｢未買収の(用地の)-率が高い｣などの質問や意見が出たが､最終的に｢認定が相当｣と議決していた｡

事業認定手続きは土地収用
法に基づき｢第三者｣の認定庁が事業の公益性や必要性を判断｡認定されると用地の強制収用が可能になる｡石木ダム建設事業については2009年に県と佐世保市が申請していた｡

(山口恭柘､宮崎智明)

反対派署名呼び掛

チもー

推進派川棚川を清掃

事業認定告示受け活動

県と佐世保市が東彼川棚
町に計画している石木ダム事業の事業認定告示を受け､同市の反対派団体は8日､同市内で県に事業甲止

を求める署名活動をした｡l方､同市の推進派団体は
同日､同町の川棚川周辺を清掃し､ダム実現への熱意を示した｡

反対派の｢石木川まもり
隊｣　(松本美智恵代表)は同市中心部の四ケ町アーケードで署名活動を展開｡約2時間で89人分の署名を集めた｡9月末まで活動遼続け､中村法道知事に提出する｡松本代表は｢事業認定は真実を無視した形だけのもの｡石木ダムが県民にとって有害無益だと訴え続けていく｣と話した｡

する市民の会会員
-川棚町中組郷

一方､推進派の｢石木ダ
ム建設促進佐世保市民の会｣(嬉野憲二会長)は2000年から毎年､市が管理する川棚川の取水ポンプ所

(同町中組郷)周辺で草刈り
やごみ拾いを続けている｡この日は会員､市職員計約35人が参加｡嬉野会長は｢国のお墨付きが与えられ

たが､反対地権者の理解が得られるよう､ダム実現への気持ちを表し続けるしかない｣と話した｡(宮崎智明)
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石本ダム本音の論議を
山口　恭祐

県と佐世保市が東彼川棚町に計画
している石木ダムの事業認定が昔ホされた｡2009年日月の申請以来､県や市は｢不認定なら事業推進は困難｣としてきたが､そもそも不認定の可能性など最初からなかったのではないか｡認定庁の国土交通省九州地方整備局(九地整)が､事業への反対意見に対し示した見解は､県や市の主張を全面的に認める内容に終始した｡

それは当然ともいえる｡例えば､
反対意見の中で市の将来の水需要予測に対し｢予測が過大だ｣とする指摘があったが､予測は国が示した指針に沿った手法で行われている｡同じ国の機関が否定するとは考えにくい｡九地整はこれまでに80件の事業認定申請を扱ったが｢認定拒否｣(不認定)はゼロ｡公共事業が公的な基準や手法に沿って進められている以上､事業認定は単なる手続きにすぎない｡

反対地権者と交渉の糸口さえ兄い
だせない中､強制収用に道を開く事業認定を順当に得て､県側は｢交渉での解決を目指す｣と､いつまで言い続けるのだろうか｡強制収用に及んででも事業実現を目指すのか否か㌧重要な問題だけに､早く本音の論議を始めるべきだ｡
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